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 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議

規則第１１０条の規定により報告します。 
 

記 
 

事件の番号 件    名 議決の結果 議決の理由 

議案第 40号 

城陽市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

原案可決 適  当 

議案第 41号 

城陽市国民健康保険条例及び城陽市

休日急病診療所条例の一部改正につ

いて 

同  上 同  上 

 


